
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ④高齢者肺炎球菌予防接種はお済みですか                              
  
平成 27年度の高齢者の肺炎球菌予防接種対象者への一部助成は、平成 28年 3月 31日（木）

までとなります。対象の方で接種をご希望の方は早めに受けましょう。 

高齢者用肺炎球菌ワクチン経過措置対象者（平成 27年度） 

65歳：昭和 25年 4月 2日生～昭和 26年 4月 1日生 

70歳：昭和 20年 4月 2日生～昭和 21年 4月 1日生 

75歳：昭和 15年 4月 2日生～昭和 16年 4月 1日生 

80歳：昭和 10年 4月 2日生～昭和 11年 4月 1日生 

85歳：昭和 5年 4月 2日生 ～昭和 6年 4月 1日生 

90歳：大正 14年 4月 2日生～昭和元年 4月 1日生 

95歳：大正 9年 4月 2日生～大正 10年 4月 1日生 

100歳：大正 4年 4月 2日生～大正 5年 4月 1日生 

 ※過去に肺炎球菌ワクチン（23価ワクチン）を受けたことがある方は、対象外となります。 

接種方法 

 市内の医療機関：直接医療機関に申し込み、接種してください。 

 市外の医療機関：事前に各保健センターで、予診票の交付を受けてから接種してください。 

問 友部保健センター ℡ 0296-77-9145 

  笠間保健センター ℡ 0296-72-7711 

岩間保健センター ℡ 0299-45-7888 

 

 

平成 27年 11月 5日 第 27‐25号 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用ください！笠間市立病院  平日夜間・日曜初期救急診療  
④ページ     祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日：19時～21時・日曜日：9時～17時    

    ⑤年末調整・確定申告の社会保険料控除について（国民健康保険税分）                   
  
年末調整や確定申告により社会保険料控除の申告をする際に、当該年の国民健康保険税（国保

税）の納付額も所得控除の対象となります。平成 27 年中の国保税の納付額（納付書および口座

振替分）について、「所得申告参考資料」を平成 28年 1月下旬に送付します。 

なお、早めに参考資料（国保税納付額連絡票）が必要な場合は、次のとおり申請してください。 

◆電話で申請する場合 

「国保税納付額連絡票」をご自宅に郵送します。電話で納付額の回答はできません。 

◆保険年金課（市民窓口課）窓口で申請する場合 

 納税義務者（世帯主）または同一世帯の方には、窓口で「国保税納付額連絡票」を発行します。

本人確認できるもの（運転免許証または保険証等）をご持参ください。 
 
※国保税は世帯主課税のため、市役所で加入者個人ごとの納付額はお知らせできません。実際に 

国保税を納付された方（負担された方）が社会保険料控除として申告することができます。 

※特別徴収（年金天引き）されている国保税は、その年金を受給している方が控除を受けられま 

す。公的年金の源泉徴収票をご確認のうえ、申告してください。 
 
問 国保税納付額連絡票について：保険年金課（内線 139・140） 

税の申告および控除について：税務課（内線 112・113） 

 

 

        ⑱ペットのマナーを守って公園を利用しましょう！                         
  
近年、笠間芸術の森公園では、ペットのマナーに関する苦情やトラブルが発生しています。公

園は憩いの場です。誰もが気持ち良く安全に利用できるようルールやマナーを守ってご利用くだ

さい。 

○公園内では必ずリードをつなぎましょう 

動物が苦手な方もいらっしゃいます。また、公園はドッグランではありません。ペットによる

事故の防止やペットの安全のためにも必ずリードをつなぎましょう。 
 
○フンやおしっこをさせないようしつけましょう 

公園内の芝生は小さな子どもたちが遊ぶ場所でもあります。衛生面に配慮してペットにフンや

おしっこをさせないようにしてください。また、園内でのブラッシングはご遠慮ください。 
 
○ペットのフンは飼主が責任を持って持ち帰りましょう 

ペットがフンやおしっこをしてしまったら、飼い主が責任を持って始末をしてください。散歩

の際には、フン回収用のビニール袋とトイレットペーパー、おしっこを洗浄するための水を必ず

持参しましょう。 
 

誰もが気持ち良く利用できる公園づくりにご協力をお願いします。 
 

問 管理課（内線 575） 

 

 

         ⑲JAが常総市支援のため不要自転車を回収します                           
  
9月 9日（水）から 11日（金）に茨城県を襲った台風 18号は、県内に甚大な被害をもたらし、

特に常総市では鬼怒川の堤防決壊により大規模な浸水被害を受けました。 

このため、JA常陸（笠間地区）では、常総市の復興を支援するため、市内の各ご家庭で不要と

なった自転車を無料で回収してリサイクルすることにより、全額義援金として常総市に寄付する

事業を行います。 

つきましては、不要となった自転車を回収しますので、常総市への支援とご不要になった自転

車の有効活用のため、市民の皆さんのご協力をお願いします。 

回収対象 ご不要となった所有する自転車  

受付期間 11月 10日（火）～12月 10日（木） 

回収場所 ・JA常陸友部支店 

・JA常陸笠間支店 

・JA常陸岩間資材センター 

・JA常陸七会支店 

回収方法 

JA各支店（岩間地区は岩間資材センター）の窓口にて自転車回収の申し込みを行い、各支店（岩

間地区は岩間資材センター）の特設自転車置き場に、不要となった自転車を持ち込んでいただけ

れば、無料で回収します。 

主催 JA常陸（笠間地区） 

問 環境保全課（内線 127） 

 

 

         『婚活支援サイト IT ナビ』会員募集中！ 
県境を越えて独身者の婚活を支援します♪ 「ITナビ」で検索！ 

問 市民活動課（内線 133）                     ⑨ページ                  

 


